
新型コロナの影響で金融機関の融資を受けた農林漁業者の皆様へ

対象者

①～③の条件を満たす農林漁業者及び農業法人等

①新型コロナの影響を受けて令和2年4月1日以降に
金融機関から融資を受けた農林漁業者
②令和2年2月以降の収入が前年同月比20％以上減少
③申請日現在で、鹿島市の住民基本台帳に記録されている農林
漁業者または、鹿島市内に拠点を有する農業法人等

融資を受けた額の10％（上限 個人25万円 法人50万円）給付額

【必要書類】

申請受付期間：令和2年6月22日（月）～令和3年1月29日（金）

申請および
お問い合わせ

0954-63-3413（平日：8：30～17：15）

鹿島市役所農林水産課農政係

TEL

担当

④誓約書（市のホームページよりダウンロードまたは市役所農林水産課窓口）

⑤市税の滞納のない証明 ※税務課で300円の手数料がかかります

③金融機関からの融資を証する書類

⑥通帳の写し

②確定申告書もしくは住民税申告書の写し・前年と今年の収入状況を比較できる帳簿類

①給付金申請書（市のホームページよりダウンロードまたは市役所農林水産課窓口）

新型コロナの影響で、事業継続のために令和2年4月1日以降
に金融機関から融資を受けた、農林漁業者の方は、ご相談く
ださい！

※申請書には押印が必要です。申請の際には念のため、印鑑をお持ちください。

「新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金」事業


